
 

 

 

 

 

「足立区住生活基本計画（案）」に対する 

パブリックコメント実施状況及び意見に対する区の考え方 

 

 

１ パブリックコメントの実施結果 

（１）実施期間    平成２９年７月３日（月）から８月１日（火）まで 

（２）意見提出数など 

① 意見提出者数                ５名（２団体含む） 

② 提出方法 

ア 窓口持参                １名 
イ 郵送                  １名 
ウ ファクシミリ              １名 
エ 区のホームページの意見受付フォーム   ２名 

③ 意見の件数                ２０件 

 
２ 寄せられた意見及び区の考え方 
   ※「項目」の中の頁は、別添「足立区住生活基本計画（案）」における該当頁 
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第２章 住生活における現況と課題・方向性 

No. 項目 寄せられた意見 区の考え方 

1.  公営住宅の偏

在解消につい

て【16 項】 

 

足立区に都営住宅が２３区で

一番多くある事は確かだと思い

ます。しかし、そのために高齢化

率が高く税収が不足の原因一つ

と考えられ、福祉の需要を増大

させ、区財政への大きな負担に

なっている・・・という判断には

賛同できません。 

現在、都営住宅は区内に十分

な戸数を有することで、住宅確

保要配慮者の住宅セーフティネ

ットとして大きな役割を果たし

ています。一方で、平成２５年住

宅・土地統計調査によると、公共

住宅に住む世帯が多い地区は、

「６５歳以上人口」及び「高齢者

のみ世帯」が多い傾向にあり、都

営住宅と高齢化には一定の相関

を見ることができます【96 頁】。

また、都営住宅の応募資格は都

内在住であるため、区外から高

齢者が転入する場合もあり、今

後増加することも推察されま

す。 
高齢者が増えることにより介

護や医療など福祉需要を増大す

ることは必然であり、周知の事

実であると考えます。 

 

2.   足立区には特別区部の都営住

宅戸数が集中している。しかし

ながら、新規都営住宅建設には

石原、猪瀬、舛添、小池現都知事

が就任しても建設予定はなく耐

用年数に達した建て替えでお茶

を濁しているのが現状である。

都営住宅の空き家募集は毎回高

倍率で住宅困窮者の入居希望が

難しい状況にある。区は都住が

集中しているので住宅セーフテ

ィーネットが充実しているとい

い、高齢化の要因の一つを捕え

ているが、本当にそうなのか。 

3.   東京都の住宅政策で①収入基

準を引き下げ、若者が若者の応

募枠は狭まり入居出来ない、②

単身者は６０歳以上でないと応

募できない、③居住者には親が

死んだら子は出て行け・・・１７

年以上一戸も新規の都営住宅建

設をして来なかった事。 
そして、建替え等に伴い戸数

が減って偏在がやや緩和された

としていますが・・・それは足立

区の建替え時１割減して建てる

都営住宅は、低額所得者で、高

齢者、障がい者、生活保護受給

者、配偶者から暴力を受けた被

害者など、より住宅の困窮度合

いの高い方のための居住施設に

なります。 
住宅承継については、公営住

宅の入居は公募が原則であり、

公募の例外である住宅の使用承

継については、長年にわたり同

一親族が居住し続けることで、

入居者と非入居者間の公平性を
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方針で減らして来たからでござ

いましょう。まったく逆行して

いると思います。 
私も都営住宅で３人の子供を

育て、幸い学校にも通わせ仕事

にもつき、巣立ち自立して税金

も支払っております。有難い事

です。同じ住宅の子供たちがほ

とんどがそうです。現在の若者

は不安定な仕事で、安月給で本

当に可哀想です。 
住の安定が仕事に影響し、税

金を払う人…結婚もし、子育て

もし、少子化の解決もし、繫栄し

た足立区にする事につながると

思います。・・・都に意見を上げ

てください。 

著しく損なうことに繋がりま

す。そのため、名義人の配偶者の

み許可する現行の規定がありま

す。 
公営住宅の偏在解消について

は、区としては、公営住宅が当区

に集中している現状を解消し、

公営住宅の適正配置に取り組ん

でいく必要があると考えてお

り、公営住宅の増設は考えてお

りません。 
若年者の都営住宅入居に関し

ていただいたご意見は、東京都

へ伝えてまいります。 

4.   公営住宅の偏在解消に継続し

て取組むは絶対反対です。むし

ろ新規の都営住宅の建設こそ大

きな福祉施策だと思います。 

5.  北綾瀬駅周辺

の将来の動向

を踏まえた位

置づけについ

て【19 頁】 

北綾瀬駅に関する記述はエリ

アデザイン(竹の塚エリア)とエ

リアデザイン（綾瀬エリア）の両

方に含まれています。その両方

に含まれているから中途半端さ

もあるせいか、綾瀬エリアと竹

の塚エリアで少しずつ触れるよ

うな記述しかなく、北綾瀬の近

況と将来の動向を考えると、こ

のような扱いでよいのか疑問に

思う。 

表２－１は１７地区の統計デ

ータ等からみる住宅・住宅地の

状況により６つの類型に分け

て、大きな特徴を整理したもの

です。 
北綾瀬駅周辺は「東綾瀬」と

「佐野」の地区にまたがり、それ

ぞれ類型②と類型③に含まれて

います。「今後のまちづくりの動

向」には、その類型に該当する地

区の動向としてエリアデザイン

や事業を記載しています。 
ご指摘のように、類型から見

ると北綾瀬駅周辺が複数のエリ

アデザインに含まれているよう

に見えてしまい、わかりにくい
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表となっていました。ご意見を

踏まえて、エリアデザインの区

域がわかるように資料を追加い

たします。 
北綾瀬駅周辺の位置づけにつ

いては、近況と将来の動向を踏

まえて、都市計画マスタープラ

ンの位置づけと整合させて、65
頁に記載しています。 
また、綾瀬地域のエリアデザ

イン計画については、従来の範

囲を北綾瀬駅周辺を含む範囲に

拡大し、綾瀬・北綾瀬エリアとし

て検討していくことが決定して

おります。 

綾瀬エリアと北綾瀬エリアで

整合を図りながら検討を進めて

まいります。 

 
第４章 施策の推進 

No. 項目 寄せられた意見 区の考え方 

6.  空き家の発生

の抑制につい

て【29 頁】 

住宅メーカーによる無計画な

賃貸住宅の建設が空き家の急増

の要因である。抑制するために

は一定の規制をすべき時期に来

ている。 

平成２７年空き家実態調査に

より足立区における空き家は全

国値より低いことがわかってい

ます。 
住宅の総量規制については、

今後の国の動向に注視して適切

な対応をしてまいります。 

7.  生活の継続を

可能とする性

能を備えた共

同住宅（LCP
住宅）の普及

について【34
頁】 

「公共住宅の建替え更新による

耐震化」との記載がありますが、

耐震化のみならず「東京都住宅

マスタープラン」と同様に「災害

時に住み続けられる住宅の普

及」に関しても検討をお願いい

たします。震災時においても区

民がそれぞれの住宅内にとどま

災害発生時に自宅で当面の間

生活することができるよう、引

き続き各家庭での備蓄の啓発と

ともに、生活の継続を可能とす

る性能を備えたLCP住宅の普及

により「安全・安心の住まいづく

り」を推進してまいります。  
記述については、上記内容を
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り、生活の継続を可能とする性

能を備えた共同住宅（LCP 住宅）

の普及は、「基本目標２ 地域が

見守り支えあい 安全・安心に

住まう足立のくらしを高める」

ことに資する施策だと考えま

す。 

踏まえ変更いたします。 

 
※LCP 住宅とは、Life 
Continuity Performance 居住

継続性能を有する住宅のこと。 

8.  ヒートショッ

ク対策につい

て【40 頁】 

「また、高齢者住宅等のヒート

ショック対策や、～住宅リフォ

ームを促進します。」と記載があ

りますが、ヒートショックによ

る死亡者は非常に多く、その対

策は高齢化が見込まれる足立区

の今後の住宅における重要な課

題・取組みです。ヒートショック

対策による高齢者の健康、長寿

命実現、高齢者が安全に安心し

て暮らせる住宅の実現を目指す

本施策に賛同いたします。 

いただいたご意見のとおり、

ヒートショック対策を含めた

「人にやさしい住まいリフォー

ム」を推進してまいります。 

9.  空き家を活用

した住宅セー

フティネット

の充実につい

て【41 頁】 

この状況で考えるべき対策は

公共住宅の充実ではあるが、空

き家を活用して都営住宅に入居

できない生活困窮者や住宅困窮

者に対し、都営住宅に準じた耐

震基準やバリアフリー化などの

基準を満たした住宅を入居の受

け皿にすることも重要である。

賃貸人への建物改修への支援と

合わせて入居者への家賃補助等

の政策を進めるべきである。 

公営住宅だけでなく民間住宅

を含めた住宅セーフティネット

の充実を図っていく必要がある

と考えております。 
その上で、賃貸人への建物改

修支援については、国の空き家

を活用した住宅セーフティネッ

トの動向や当区の空き家利活用

モデル事業を踏まえ、支援の必

要性を含めて検討してまいりま

す。 
また、入居者への支援につい

ては、２３区の中で最も公営住

宅が多く、家賃水準が低い当区

の現状から、家賃補助による空

き家活用は考えておりません。 
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10.  若者や子育て

世帯の住宅セ

ーフティネッ

ト に つ い て

【41 頁】 

非正規社員の増加で親元の住

居に依存する若者が増えてい

る。若者が親から自立して生活

ができるための住環境を整備す

べきであり、家賃など住居費負

担の軽減が優先されるべきであ

る。 

家賃水準が低い当区の現状か

ら、家賃補助は考えておりません。 
まずは、若者の住宅セーフテ

ィネットとしては、児童福祉施

設等入所者の自立支援のため定

期借家制度を設ける取組みを始

めております。 

11.   子育て世帯が入居できる良質

な低家賃の民間賃貸住宅が不足

している現状を改めるべきであ

る。 

良質な子育て世帯向け民間住

宅の供給を誘導するため、子育

て支援施設の整備を推進しま

す。あわせて東京都子育て支援

住宅認定制度の普及啓発を行い

ます。 

12.   若者や子育て世帯に対する支

援策として、持ち家重視の住宅

政策から低家賃の公営住宅や公

的賃貸住宅の新規建設と供給の

促進、家賃補助制度の創設等公

共住宅重視の施策に転換すべき

である。 

区としては、公営住宅が当区

に集中している現状を解消し、

公営住宅の適正配置に取り組ん

でいく必要があると考えてお

り、公営住宅の増設は考えてお

りません。また、家賃水準が低い

当区の現状から、家賃補助は考

えておりません。 

施策の方向としては、公営住

宅だけでなく民間住宅を含めた

住宅セーフティネットの充実を

図っていく必要があると考えて

おります。 

13.  環境に配慮し

た住まいづく

り に つ い て

【50 頁】 

［主な事業］として「低炭素住

宅・ZEH（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）等の普及、省エネ

機器等の導入促進」との記載に関

して賛同いたします。環境に配慮

した住まいづくりを通した「将来

に受け継がれる住まいづくり」

は、「東京都住宅マスタープラン」

の目標の一つである「活力ある持

続可能な住宅市街地の実現」にも

つながる施策だと考えます。 

いただいたご意見のとおり、

区民や事業者自らの取り組みに

よる「環境に配慮した住まいづ

くり」を推進してまいります。 
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14.  公営住宅の建

て替えについ

て【53 頁】 

区の借り上げシルバーピアは

区財政の負担が大きいと聞いて

います。 
私はワンルームの単身者住宅

は基本反対ですが、単身・高齢２

人用もふくめ、建替え時はほと

んどが多くなっています。その

際、見守りのできるシルバーピ

ア用にしてくださる様、区とし

て許可してください。 

借上げによる区営シルバーピ

アについては、課題があると認

識しています。  
区営住宅の建替え時には、入

居者の行政サービスの公平性や

施設維持管理の費用対効果を考

慮して、区営シルバーピアのあ

り方を検討していきます。 
見守りについては、区営住宅

や区営シルバーピアに入居して

いるかどうかにかかわらず、高

齢者に対する取組みとして地域

包括ケアシステムや孤立ゼロプ

ロジェクトを推進してまいりま

す。 

 

その他 

No. 項目 寄せられた意見 区の考え方 

15.  北綾瀬駅周辺

について 
本計画は３０年後を見据える

ならば、北綾瀬駅のポテンシャ

ルを見極めておかなければ、北

綾瀬駅の周辺の住民数が利用す

るには不便な交通網の課題が山

積してしまいます。 
例えば、現在の北綾瀬のバス

停は２つであり、駅前にもかか

わらず東武バスの環七上のバス

停(停まれば交通の邪魔になる)、
または朝日バスの駅から４００

m ほど離れたバス停です。 
この２つのバス停では現在以

上の交通結節機能を充実させる

ことはできず、将来想定し得る

北綾瀬を利用する周辺の多数の

住民が利用しづらいまま取り残

されてしまうのではないかと危

現在改定中の「足立区都市計

画マスタープラン」において、北

綾瀬駅周辺の位置づけは、現行

計画より拠点の位置づけを格上

げしています。 
北綾瀬駅周辺は、「地域拠点」

として、「東京メトロ千代田線の

大手町方面直通運転や輸送力増

強とあわせて駅前の交通結節機

能を向上させるとともに、主に

ファミリー層でにぎわう駅周辺

のまちづくりを進め、利便性の

高い駅前となるよう都市機能の

更新を図ります。」と位置づけて

います。また、『駅前広場や交通

広場』について、北綾瀬駅におい

て整備を進めるとしています。 

現在、北綾瀬駅周辺の交通結
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惧しています。 
北綾瀬駅前には農地・駐車場

はまだ存在し、さらに言えば、綾

瀬警察署と線路の間には現在は

北綾瀬駅改修の資材置き場とな

っている広い土地があります。 
これは六町駅や八潮駅のよう

なバスターミナルを準備するに

は十分な広さです。そういった

土地の有効活用も計画に具体性

を持たせる際には検討いただき

たいです。 

節機能の充実について検討を行

っております。 
綾瀬地域のエリアデザイン計

画については、従来の範囲を北

綾瀬駅周辺を含む範囲に拡大

し、綾瀬・北綾瀬エリアとして検

討していくことが決定しており

ます。 

綾瀬エリアと北綾瀬エリアで

整合を図りながら検討を進めて

まいります。 

 
 

 
16.   P.65 に「綾瀬駅周辺は、交通

結節機能を充実するとともに、

民間開発等を適切に誘導しま

す。」とありますが、綾瀬駅の将

来の比較的に大規模な民間開発

は駅前の昔でいうエトセトラの

ビルの建て替え後の物件のみで

はないでしょうか？また綾瀬駅

に関してはバスターミナルも既

に存在し、交通結節という観点

では必要十分に達していると判

断しています。 
P.65 に「北綾瀬駅周辺は、東

京メトロ千代田線の大手町方面

直通運転や輸送力増強とあわ

せ、交通結節機能を向上させる

とともに、駅前の賑わいを創出

します。」とありますが、以下で

説明する住民数の増加による需

要に加えて、環七通り沿いとい

う交通結節機能としてのポテン

シャルを考えると、早期に将来

想定し得る課題とあるべき姿を

見据えて、堅実なエリアデザイ

ン計画を図ることが重要と捉え
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ています。 
需要に関しては「綾瀬七丁目

団地の建替え」の例があったの

で引用させていただくと、この

周辺の住民は北綾瀬駅のほうが

距離が近いのですが、現在は北

綾瀬駅～綾瀬駅間の乗り換えを

嫌忌して綾瀬駅を利用している

方が大半かと思います。ただし、

千代田線が北綾瀬からの直通化

となれば、この周辺の住民は北

綾瀬駅へ確実に流入します。 
また綾瀬七丁目団地よりさら

に北綾瀬寄りが住友不動産など

有名企業による大型マンション

建設が幾棟も既に着工されてお

り、完成すれば、この周辺の住民

も北綾瀬駅へ確実に流入しま

す。 
加えて、北綾瀬周辺の環七以

北は低層住宅や畑・駐車場も多

く、マンション化も進む可能性

も高いと推測できますし、六町

区画整理の加平 IC寄りの住民も

北綾瀬を利用する可能性も高い

と推測できます。 

17.  子供及び老人

に安心・住み

よい街にして

ほしい 

駅のホーム転落防止などがな

い点と、足が不自由な方などの

導線が非常に弱い（エスカレー

ターがない等）。 

ホームドアに関しましては、

路線や駅で状況が異なります

が、事業者が計画的に設置して

いくよう要請します。 
エスカレーターにつきまして

も駅により事情が異なります

が、堀切駅を除けば足立区内の

駅は、エレベーター等でバリア

フリー化がなされています。 
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18.   線路横断道路などが暗く子供

だけで通れない、または老人に

きつい坂道（栗原１丁目～３丁

目のアンダーパス、栗原立体交

差地下歩道）。 

ご意見については、個別具体

的な事項になりますので本計画

に記述できませんが、主管課へ

伝えます。 

19.   図書館の本の種類が少なく他

の区や都に借りに行かなければ

ならない。 

足立区の蔵書数は約１６７万

冊有り、２３区でも上位の蔵書

数です。また、他の区や都の図書

についても取り寄せが可能なも

のもあります。区立図書館の窓

口でご相談ください。 

20.  水害時の避難

場所について 
 東六月町旧ポニーグランド跡

地に建売の戸建住宅が２００戸

以上建設され、街ができた様に

なっています。 
 数年前、私の記憶によると水

害等の際、都営住宅を第１次の

避難場所にという区からの話が

あった事がありました。東六月

都住は４棟しかありません。そ

のうち１棟は１８世帯しかない

小さな住棟です。（避難場所にす

ることが）可能なのか？住民み

んなの意見でした。 
 一遍に２００世帯もの、何人

か判りませんが、区として対策

を考える必要があるのではない

ですか？ 

大規模な水害時に、区の地域

防災計画で指定する避難場所等

に避難する時間的余裕がない場

合に都営住宅の共用部分を都営

住宅居住者とともに区民の緊急

避難先とすることについて、平

成２５年に区と東京都で覚書を

締結いたしました。 
 大規模な水害等に対しては、

早めの避難行動が大切なことか

ら、洪水ハザードマップや区と

気象庁の情報ツールを活用し

て、事前の広域避難を促してま

いります。 
 高齢者等が避難を開始する必

要がある場合、区は「避難準備・

高齢者等避難開始」の避難情報

を早めに発令します。また、高齢

者等要配慮者への避難支援に関

し、共助による地域での助け合

いの重要性について、ハザード

マップ等により区民に周知して

まいります。 

 


